
 

 

 

 

 

 

 

 

下記の相談・説明会参加時は、マスクを着用し、体調不良時は、連絡のうえ、療養ください。 

◎就業相談 ※ 就業をしている会員の方のご相談をお受けします。 
 日時：7 月 17 日（金） 13 時 30 分から 15 時 30 分まで 

 会場：中老人福祉センター（シルバー前）小集会室（１階） 

◎未就業相談 ※就業をしていない会員の方のご相談をお受けします。 

 毎週水曜日実施（場所＝当センター紹介相談室） 

 ※第 3 週のみ就業相談と併せて実施します。【7/17（金）】 

   事前に事務局までお申し込みください。 

◎入会説明会 
 日時：7 月 9 日（木）・23 日（木） 13 時 30 分から 

 会場：当センター紹介相談室 

◎出前入会説明会 
 日時：7 月 1 日（水） 10 時から 11 時 30 分まで 

 会場：ハローワーク彦根 1 階第 2 会議室 

◎女性向け入会説明会 

 日時：祝日のため中止 

 会場：当センター紹介相談室 

◎配分金・賃金 振込予定日 

配分金 

（請負） 

7 月 21 日（火） 
 

 

賃金 

（派遣） 

7 月 17 日（金） 

8 月 20 日（木） 8 月 20 日（木） 

9 月 24 日（木） 9 月 18 日（金） 

 

                

 

会員でないお知り合

いの方に､ 

お声かけください！ 

自主・自立 共働・共助 

公益社団法人 彦根市シルバー人材センター 

 

No.268 
（２０２６年７月号） 

正会員数 1,011 人 
男性 628 人  女性 383 人 

（6 月 25 日現在） 

  〒522-0056 彦根市開出今町 1419 

  TEL.0749-22-5622 E-mail : hikone@sjc.ne.jp 

  FAX0749-26-4800 URL : https://webc.sjc.ne.jp/hikone/ 
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業務内容・就業先 募集人員 就業時間・期間 応募締切 その他 

<請負> 

施設内での屋内清掃作業 
平和堂日夏店 

（日夏町） 

1名 
週 2～3 日 シフト制 

7：30～12：00 
決定次第 担当 寺村 

<請負> 

彦根梨の収穫作業 
 

（石寺町の梨園 2か所） 

複数名 

8 月 17 日～9 月 13 日頃まで 

（＊期間は変更になる場合が

あります。） 

6：00～9：00 ごろまで 

毎日：2 名/日（シフト制） 

経験者優遇（興津日支給） 

7月15日 

（水） 
担当 青山 

<請負> 

手取り除草業務 
（彦根市内） 

複数名 長期就業可能な方 決定次第 担当 森 

<請負> 

広報ひこねポスティング業

務 
 

1名 

広報ひこね 8 月 1 日号より 

・高宮学区・日の出東自治会

へ 165 部を配布していただけ

る方 

決定次第 担当 青山 

<請負> 

園内の清掃 
ほいくえん ももの家大地

（小泉町） 

1名 
月～金 

16：30～18：30 

シフト制 

決定次第 担当 小森 

就業募集は「事務局たより」以外に、その都度、事務局廊下の求人ボードに掲示・携帯での

ショートメッセージで配信することがあります。携帯への配信で、 

① ＮＴＴドコモ・ａｕ・楽天モバイルをお持ちの方は「050-5491-4105」の番号 

② ソフトバンク・Ｙ！モバイルをお持ちの方は、「242244」の番号からのメッセージ 

※詳しくは事務局まで。（注）心当たりのない番号には要注意を！ 

《30 分前後のお仕事でも就業可能な会員さん募集》 

近頃、高齢者の方などから簡単なお仕事のご依頼が増えつつあります。超短時間でも対応し

ていただける会員さん、一度連絡をお待ちしております。 

夏の交通安全県民運動 
令和 8 年 7 月 15日（水）～7 月 24 日（金）まで 

重点ポイント１  横断歩道利用者ファースト運動の推進。歩行者の安全確保 

重点ポイント 2  飲酒運転・ながらスマホ等の危険運転の根絶 

重点ポイント 3  自転車・電動キックボードなどの交通ルールの理解と尊厳の徹底 
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令和 7年度 彦根市シルバー人材センター 

安全標語 入賞 宮川 圭史 さん 

 

「グループ作業 

声掛け合って                        

安全誓う」 

事故発生情報 

事故状況：  発注者宅の裏庭で剪定・一部低木の伐採作業をしていたところ、伐採中の木 

（高さ約 2ｍ、直径 10ｃｍ以下）が倒れ、裏庭にある倉庫（波板製）に接触。 

 

事故原因：  木を段切りで伐採しており、高い位置では支えを必要として作業をしていたが、 

低い位置になった時点で支えの補助を省いた。また、被害者の方からも「養 

生があれば事故はなかった」と指摘があり、危険予知の甘さと過信が招いた 

ことが原因と考える。 

 

再発防止策：  段切りの際、支えの補助者をつけることは当然であり、低い位置でも必ず

補助者を付けるよう班で共有する。また、周囲の確認を十分に行い、傷を

つける対象物がある場合は養生の設置を実施とする。 

           作業前にミーティングを実施し、危険予知で事故防止を徹底する。 

 

※周囲の状況を確認し、危険予知を行い、安全作業をお願いします。 

安全だより 

熱中症を防いで元気に活動しましょう 

 

 7月は気温や湿度が高くなり、熱中症の危険が急激に高まる季節です。屋外作業はもちろ

ん、室内作業でも熱中症になることがあります。 

熱中症は、「自分は大丈夫」と思っている方にも起こります。体調管理を徹底し、安全第一で

活動しましょう。 

 

 
R8.6月 R8年度累計 前年度累計 

傷害事故 0 （0） 0 （0） 3 （2） 

賠償事故 0 （0） 0 （2） 12 （6） 

派遣事故 0 （0） 0 （0） 0 （0） 

合計 0（0） 0（2） 15 （8） 

   事 故 の 発 生 状 況  「（ ）」は保険適用外          
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熱中症予防のポイント 

➀のどが渇く前に水分補給 

のどの渇きを感じた時には、すでに体内の水分が不足しています。 

・作業前にコップ 1杯の水を飲む 

・作業中は 20～30分ごとに水分補給 

・大量に汗をかいた時は塩分も補給 

 

②無理をしない 

気温が高い日は無理をせず、こまめに休憩を取りましょう。 

・日陰や冷房の効いた場所で休憩する 

・体調が優れない時は作業を控える 

・一人作業の場合は特に注意する 

 

③暑さ対策を行う 

・帽子を着用する 

・通気性の良い服装を選ぶ 

・冷却タオルや保冷剤を活用する 

 

④体調管理を心掛ける 

・十分な睡眠を取る 

・朝食をしっかり食べる 

・持病のある方は特に注意する 

 

熱中症が疑われる症状 

・めまい      ・立ちくらみ    ・筋肉のけいれん    ・頭痛   ・吐き気 

・強いだるさ 

 

このような症状が現れた場合は、すぐに作業を中止し、涼しい場所へ移動して水分補給

を行ってください。意識がはっきりしない場合や自力で水分が取れない場合は、ためらわず

医療機関を受診しましょう。 
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７月は シルバー人材センター 

［ ］ です。 
 シルバー人材センターでは、「全国安全週間」に合わせ、7 月を「安全・適正

就業強化月間」と定めています。 

 当センターでは、安全委員による安全パトロールを実施するほか、下記のとお

り、安全標語を募集いたします。 

 

安全標語を募集します！《就業安全》 

 7 年度の事故発生は、保険適用の傷害事故 2 件、賠償事故 4 件、派遣傷害事故

0 件の合計 6 件の結果となりました。保険適用外の傷害事故は 2 件、賠償事故は

9件でした。合計 17件となりました。傷害事故、賠償事故共にゼロを目指してい

ます。安全就業が会員の合言葉となりますよう、安全意識の高揚に努力致したく

存じます。今まで応募されたことのない会員の皆様、ぜひご応募をお願いします。 

《募集要領》 

■応募締切 令和 8年 7月 31日    ■応募点数 制限なし 

■申込方法 

 任意の用紙に会員番号、会員名、標語を記入して、事務局へ   

提出してください。ＬＩＮＥでもＯＫです。（職員：小森まで） 

※ 標語の漢字部分には、フリガナを振ってください。 

    ・入賞以上１０名の方には、賞状および副賞の進呈を予定しております。 

 

 

各サークルからのお知らせ

＜健康マージャン＞ 
日 時 ：7 月 3 日・10 日・17 日・24 日・31 日 各金曜日   

時 間 ：１３：００～１6：3０ 

場 所 ：彦根市中老人福祉センター1 階 
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無料 

＜シルバーカラオケサークル＞ 

第 1 回カラオケ大会を 6 月 1 日に開催しました。 

16 名の参加で行われ、1 人 2 曲歌い、高い方の点数で順位を競いました。 

白熱の歌合戦となり、優勝は村山 保さんで得点は 97 点超えでした。 

優勝  村山 保 さん    97.243 点 

2 位  田井中 信郎 さん  93.055 点 

3 位  宮川 文治 さん   92.954 点 

4 位  安藤 良一 さん   91.823 点 

5 位  山口 志津栄 さん  90.507 点 

 

 

日 程 ： 令和 8年 9月 24日（木）・25日（金）・29日（火）・10月 1日（木） 

会 場 ： 滋賀県シルバー連合会事務所会議室 

      大津市逢坂 1丁目 1-1 ホテルテトラ大津 3階 

      （ＪＲ大津駅南口改札を出て右奥エレベーターで 3階） 

時 間 ： 10：00～16：00 

対 象 ： ①パソコンでの自宅学習ができる方（要ネット環境必要） 

      ②Excelの基本操作（簡単な計算式・オートフィルなど）ができる方 

      ③県内在住で令和 8年度内に満 60歳以上の方 

定 員 ： 13名 

受講料 ： 無料  （交通費・昼食代は自己負担） 

申込み ： 締切は 8月 28日（金）必着 

      郵送・ＦＡＸ・ＷＥＢで申込ください。 

      用紙はセンター事務所にあります。 

その他 ： 受講決定は、8月 31日（月）抽選により決定します。 

      結果については、応募者全員に郵送でお知らせします。 
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令和 8 年度 定時総会の結果とご協力のお礼 

 

 5 月 27 日開催の定時総会は、来賓をお招きして通常開催いたしました。 

当日は、221 名の会員の皆様のご出席と 578 名の委任状をいただき、令和 8 年度の事

業計画や予算をご報告し、また令和 7 年度の事業報告、決算報告、定款の一部変更、会費

規程および役員報酬規程の一部改正、役員の選任の各議案について、賛成多数によりご承

認いただきました。 

会員の皆様、各地域班班長の皆様にはご協力をいただき誠にありがとうございました。 

 
                      

 

 

 

  

 

 

 
会員の皆さまから届きましたご意見やご要望などをご紹介いたします。 
 
①  会員数は入会者数より退会者数が上回っているが、対策は？ 
 ・入会者数はここ数年 120 名から 130 名あるが、退会者数が上回り会員が減少して

いる。退会者の主な理由は、加齢であり、その次に病気である。他には、希望職
種が無い、他で就業などの理由もあり退会者を減らすため気軽に相談できるよう
体制を充実していきたい。 

 
② 会費規程の改正では、プラチナ会員の会費を 1,100 円から 500 円にする提案に

ついて、従前は永年就業した会員が体力等の問題で就業はできないが会員として

残る場合の制度である。このままでは働かない、遊ぶ会員が増えるだけである。 
 ・センターを取り巻く環境も変わってきている。インボイスやフリーランス、異常

気象など。5 年後には潰れるセンターも出てくる。残れるセンターは変われるセ
ンターである。これからのセンターは働くだけではなく、学び、遊び、地域に参
加することのバランスをとらなければならない。働くのであればハローワークに
行くべき。何かアクションを起こさなければならない。その一つである。 

 
③ 理事長報酬が一挙に 45％増えることに疑問。他のセンターの状況は？ 
  各理事の報酬を上げる方がよいのではないか。 
 ・現在の理事長報酬は平成 29 年 6 月に変更され、それから 9 年間据え置きである。

当時の最低賃金と令和 7 年の最低賃金を比較すると 1.38 倍となっており今年も

最低賃金が上がる予想なので、大幅な上昇ではない。また、県内の他のセンター
と比較すると低い位置にある。理事の報酬についてはご意見としてお聞きする。 
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会費規程が改正されました。 

令和 8年度定時総会おいて、会員拡大と継続しやすい環境づくりの

ため、会費規則が次のとおり改正されましたのでお知らせします。 

 

【改正内容】 

① 夫婦会員は、お一人分の会費を免除します。 

② 新規入会者は、初回入会年度分の会費を無料とします。 

③ プラチナ会員の年会費を、1,100円から 500円に減額します。 

※ この改正は、令和 8 年度分（令和 8 年 4 月 1 日）から適用しま

す。 

 

【手続きについて】 

①に該当する方は、「会費免除申請書」を事務局に提出してくださ

い。申請確認後、納入済の会費を登録口座に返金します。 

「会費免除申請書」は事務局にあります。 

②に該当する方で、既に会費を納入されている場合は、登録口座に

返金します。（手続きは不要です。） 

③に該当する方で、既に会費を納入されている場合は、差額分を登

録口座に返金します。。（手続きは不要です。） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


